
屋外広告物許可申請と工作物確認申請の調整について  
（建植（独立）広告物の許可の流れ） 

 
高さが４ｍを超える広告塔等は、山梨県屋外広告物条例による許可（適用除外となる場合

を除く）とともに、建築基準法で規定する工作物の確認申請が必要になります。 

 
注１ ：  関係法令（道路法の占用許可等）についても注意すること 
注２ ： 建築物を利用した屋外広告物を設置する場合には、屋外広告物許可済証を工作物の

確認申請書に添付すること 
 
◆ 問い合わせ先    
・土木部建築指導課 

開発指導担当 ＴＥＬ０５５－２２３－１７２０（屋外広告物担当） 
建築審査担当 ＴＥＬ０５５－２２３－１７３５ 

 

※Ａと※Ｂで調整（原則、同日許可とする）（注２） 

屋外広告物許可申請書の作成 
山梨県屋外広告物条例 

（第7条、9条、12条） 

注） 自家用広告物等は一定面積ま

で適用除外。 

 

工作物の確認申請書の作成 
建築基準法 

（第88条第１項において準用する同

法第6条第1項及び 6条の 2第1

項の確認手続き） 

許可申請書の提出 

提出先（※Ａ） 
・ 県の建設事務所 

・ 事務処理市町村 …甲府市、   

甲斐市、南アルプス市、早川町、富

士河口湖町、小菅村  

 

確認済証の交付 

確認申請書の提出 

提出先（※Ｂ） 
・ 市町村受付（県の建設事務所で確

認） 

・ 特定行政庁 … 甲府市、富士吉

田市 

・ 指定確認検査機関 

 

許可済証の交付 

済証写（Fax、E-mail等で送付） 


